
（別紙様式３）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の称号
又は名称及び住所

法人番号
一般競争入札・指名
競争入札の別

（総合評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備考

パトロールカー（４×４Ｇ、サーチライト付、小型）交換購入
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月4日
新興車輌株式会社
愛媛県喜多郡内子町城廻１０１３

6500001007797 一般競争契約 4,640,456 4,557,890 98.22%

パトロールカー（４×４Ｇ、標識装置付、普通）交換購入
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月4日
新興車輌株式会社
愛媛県喜多郡内子町城廻１０１３

6500001007797 一般競争契約 13,985,845 13,894,640 99.35%

令和３年度　事務用消耗品単価契約（徳島地区）
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月7日
株式会社サカノ
徳島市南内町１－４０－２

5480001000723 一般競争契約 459.8 418 90.91%
単価契約
予定調達総額
4,035,113円

令和３年度　事務用消耗品単価契約（愛媛地区）
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月7日
株式会社ＥＮＣＯＵＮＴＥＲ
大洲市東大洲１２４８

9500001008198 一般競争契約 67.1 61 90.91%
単価契約
予定調達総額
5,333,886円

令和３年度　事務用消耗品単価契約（高知地区）
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月7日
有限会社内田文昌堂
高知市本町１－３－２１

9490002000544 一般競争契約 99 81 81.82%
単価契約
予定調達総額
3,909,842円

令和３年度　事務用消耗品単価契約（香川地区）
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月8日
株式会社多田文房堂
高松市上林町５０１－１

1470001004547 一般競争契約 75.9 63 83.00%
単価契約
予定調達総額
4,821,036円

令和３年度　徳島局外多重無線設備製造
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月14日
研信電操株式会社
高松市栗林町１－１２－２６

7470001001398
一般競争契約
（総合評価） 131,659,000 85,800,000 65.17%

令和３年度　新高松局経路情報中央処理装置改造
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月15日
沖電気工業株式会社　四国支社
高松市番町１－７－５

7010401006126 一般競争契約 9,900,000 9,900,000 100.00%

令和３年度　土地価格等算定システム動作検証業務
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月22日
株式会社ＥＭＤ
羽島市竹鼻町丸の内８－２３－２

8200001010755 一般競争契約 2,781,625 1,661,550 59.73%

令和３年度　画像認識型交通量観測装置設定作業
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月25日
富士通株式会社　社会システム事業本部　四国ビジ
ネス部
高松市藤塚町１－１０－３０

1020001071491 一般競争契約 6,050,000 5,918,000 97.82%

排水ポンプ車状態監視装置購入
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月25日
クボタ機工株式会社　四国営業所
高松市亀井町２－１

3120001149458 一般競争契約 24,545,400 24,545,400 100.00%

令和３年度　道路情報システム改修
支出負担行為担当官
四国地方整備局長　丹羽　克彦
香川県高松市サンポート3-33

令和3年6月30日
日本無線株式会社　四国支店
高松市寿町２－３－１１高松丸田ビル４階

3012401012867 一般競争契約 8,690,000 8,690,000 100.00%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


